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I 模倣品をはじめとした知的財産侵害品の定義 

1 模倣品の定義 

 

フィリピンにおいて知的財産権を規制する主な法律は「Republic Act No.8293, 

The Intellectual Property Code of the Philippines」（以下「フィリピン知的財産法」

という。）であるが、フィリピン知的財産法には「模倣品」の定義はなく、模倣品と

は広く知的財産権を侵害する物品一般を指すものと理解されている（以下、知的財

産権を侵害する物品を「模倣品」という。）。 

 

2 侵害行為の類型 

フィリピン知的財産法において「知的財産権」とは、特許権（実用新案権を含む。

以下同じ。）、意匠権、商標権、著作権及び集積回路配置権等を意味し1、各権利に対

する侵害行為の類型は以下のとおりである。 

2.1 特許権 

フィリピン知的財産法において、特許権を侵害する行為とは、特許の対象

に応じて以下の行為を意味することと定義されている。 

特許の対象が物である場合2 
許諾を得ていない者による当該物の生

産、使用、販売の申し出、販売又は輸入 

特許の対象が方法である場合3 

許諾を得ていない者による当該方法の

使用並びに当該方法により直接的に又

は間接的に得られる物の製造、取扱い、

使用、販売若しくは販売の申し出又は輸

入 

但し、上記の特許権の侵害行為に該当する行為であっても、以下の行為は

                                                   
1 フィリピン知的財産法第 4 条第 1 項 

2 フィリピン知的財産法第 71 条第 1 項(a) 

3 フィリピン知的財産法第 71 条第 1 項(b) 
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例外的に特許権の侵害行為とはみなされないこととなっている。 

フィリピン知的財産法第 72 条 

①  

特許製品の所有者により又はその者の明示の承諾を得てフィリピン

市場で販売されている製品を使用する行為（なお、薬剤製品の場合に

は特許権者又は当該特許権の実施許諾を得た第三者がフィリピン国

内又は国外において当該薬剤製品を流通させた後に当該薬剤製品を

使用する行為） 

②  
私的かつ非商業的規模において行われる行為又は非商業的目的で行

われる行為 

③  
専ら科学又は教育のための発明の実験的使用又はこれに直接関連す

る活動 

④  

薬剤製品に関し、発明の試験、使用、生産又は販売行為であって、当

該薬剤製品の製造、使用、生産又は販売を規制するフィリピン又はそ

の他の国の法律で要求される情報の作成・提出又は政府当局による承

認の発行に合理的に関連付けられた目的で行われる行為 

⑤  
個人のために、薬局又は薬剤師が処方箋に基づいて製剤する行為又は

これに関連する行為 

フィリピン知的財産法第 73 条 

⑥  

特許出願日又は優先日より前に業として善意で当該発明を使用して

いた場合又は使用する真摯な準備をしていた場合の当該先使用者に

よる使用行為 

フィリピン知的財産法第 74 条 

⑦  
政府機関又は政府の許可を得た第三者による公共の利益のための使

用行為 

フィリピン知的財産法第 93 条・93A 条 

⑧  強制実施権が付与された者による使用行為 

 

2.2 意匠権及び集積回路配置権 

意匠権及び集積回路配置権の侵害行為については、特許権の侵害行為の定

義及び侵害行為の例外規定が準用されるため4、特許権と同様の意味を有す

る。 

                                                   
4 フィリピン知的財産法第 119 条第 1 項及び第 2 項 
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2.3 商標権 

フィリピン知的財産法において、商標権を侵害する行為とは、商標の種類

に応じて、以下の行為を意味することと定義されている。 

登録商標の場合5 

同意を得ていない第三者が、登録商標の指定商

品・役務と同一又は類似の商品・役務について同

一又は類似の標識を、混同を生じさせる虞がある

態様で、業として使用する行為 

著名登録商標の場合6 

同意を得ていない第三者が、著名登録商標と同一

又は類似の標識を、当該著名登録商標の指定商

品・役務と同一又は類似の商品・役務について、

若しくは同一又は類似していなくても当該著名

登録商標の権利者との関連性を示唆し、当該著名

登録商標の利益を害する虞がある態様で、業とし

て使用する行為 

但し、第三者が善意で自己の名称、住所、ペンネーム、地理的名称又は自

己の商品・役務の種類、質、量、用途、価格、原産地若しくは提供時期を特

定するために、当該商品・役務について公衆を誤認させることがない態様で、

当該商標を使用する行為は侵害行為とはみなされないこととされている7。 

 

2.4 著作権 

フィリピン知的財産法において、著作権を侵害する行為とは、第三者によ

る著作権者の承諾を得ていない第三者による以下の行為を意味することと

定義されている8。 

①  著作物又はその実質的な部分の複製 

②  著作物の脚色、翻訳、翻案、要約、編曲その他の改作 

                                                   
5 フィリピン知的財産法第 147 条第 1 項 

6 フィリピン知的財産法第 147 条第 2 項 

7 フィリピン知的財産法第 148 条 

8 フィリピン知的財産法第 177 条 
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③  
著作物の原著作物及びその各複製物の販売その他の態様による最初

の公衆への頒布 

④  

視聴覚著作物、映画著作物、録音物に組み込まれた著作物、コンピュ

ータ・プログラム、データ、その他の素材の編集物又は図式形式の楽

曲の著作物の貸与 

⑤  著作物の原著作物又は複製物の公衆への展示 

⑥  著作物の原著作物の公演 

⑦  著作物のその他の公衆への伝達 

但し、前記の著作権の侵害行為に該当する行為であっても、以下の行為は

例外的に著作権の侵害行為とはみなされないこととなっている。 

フィリピン知的財産法第 184 条 

①  
既に公衆に利用可能となった著作物を、個人的に無料で、又は専ら慈

善若しくは宗教の団体・協会のために、口述し又は実演する行為 

②  

公正な使用と認められる範囲で、公表された著作物から引用物を作成

する行為（但し、原典及び著作者の名称が著作物に表示されている場

合にはその名称に言及することを条件とする） 

③  

公衆に頒布された現時の政治的、社会的、経済的又は宗教的話題に関

する記事、講演、演説等の著作物を、情報提供目的で、公衆に対して

マスメディアを通じて複製又は伝達する行為 

④  

文学的、科学的又は美術的著作物を、現時の出来事の報道の一部とし

て、写真、映画又は放送により、その目的に必要な範囲において、公

衆に対して複製又は伝達する行為 

⑤  

公正な使用と認められる範囲で、教育目的で、著作物を、図解する方

法で、刊行物、放送その他の公衆への伝達、録音又は映画に取り込む

行為 

⑥  

学校、大学その他の教育機関が、その使用のために、放送に含まれる

著作物を記録する行為（但し、適切な期間内に消去しなければならな

い） 

⑦  
放送機関が、その設備を使用し、かつ、その放送における使用のため

に一時的に記録する行為 

⑧  

公共の利益に一致し、かつ、公正な使用と認められる範囲で、政府に

よる、又は政府の指示若しくは管理のもとでの国立図書館又は教育、

科学若しくは専門機関による著作物の使用行為 

⑨  
非営利団体・組織が、慈善又は教育目的で、料金を徴収せずに、著作

物を公演又は公衆への伝達を行う行為 
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⑩  

既に公表、販売、寄贈等されている著作物について、映画、スライド、

TV 映像、その他の映写又はその他の装置・方法を使用しないで、当

該著作物の原著作物又は複製物を公へ展示する行為 

⑪  

司法手続きのため、又は法律の実務家による専門的助言の提供のため

に著作物を使用する行為 

⑫  

視覚障害者による使用の目的で、公表された記事又は資料を、特別な

様式へ複製又は伝達する行為 

フィリピン知的財産法第 185 条 

⑬  
批評、論評、事件の報道、教室での使用のための複数の複製等、授業、

学問、研究その他類似の目的のための著作物の公正な使用 

⑭  

独立して創作されたコンピュータ・プログラムの相互運用性を達成す

るために、コンピュータ・プログラムの形式の翻訳及びコードの複製

であると解釈される逆編集（デコンピレーション） 

フィリピン知的財産法第 186 条 

⑮  建築物を同一の形式で再建造又は修復する行為 

フィリピン知的財産法第 187 条 

⑯  
個人による、専ら研究又は私的学習目的での、公表された著作物の 1

個のみの複製行為 

フィリピン知的財産法第 188 条 

⑰  
図書館又は公文書館による、収益目的でない、著作物の 1 個のみの複

製行為 

フィリピン知的財産法第 189 条 

⑱  
コンピュータ・プログラムの合法的所有者による、バックアップ目的

での、コンピュータ・プログラムの 1 個のみの複製行為 

フィリピン知的財産法第 190 条 

⑲  個人による、個人的目的のための著作物の複製物の輸入行為 

 

 

  


